
3．NPO 法人とボランティア（個人、任意団体）との違いは？ 

 

・ 組織  NPO 法人は法人格が認められているところが、任意のボランティア団体・個人とは違います。 

・ 収益  NPO 法人が収益をあげることに問題はありません（むしろ組織の運営・維持のために必要な場合が

多いです）が、その利益を配当することができないという意味で非営利法人と呼ばれています。任意のボランティ

ア団体・個人は、そもそも収益自体を目的としていません。 

・ 報酬  NPO 法人には有給のスタッフがいる場合もありますが、「ボランティア活動」そのものは無報酬の場合

がほとんどです。 

･ 目的  NPO 法人は、その法人が掲げる目的の実現を第一とします。ボランティア活動は、個人の自己実現

が中心の活動もありますが、NPO 法人は社会的使命の達成が目的の組織です。 

 

 《ワンポイント》 

ボランティア活動の特徴である「無報酬」と NPO 活動の特徴である「非営利」をときどき混同して「NPO がお金

を稼いでいるのはおかしい」とか「NPO 法人は収益事業を行わないのが当然」ということを聞くことがありますが、

これは誤解です。「非営利」とは必ずしも、無償を意味していません。対価をもらってサービス提供してはいけな

いという意味ではなく、活動で得た利益を関係者に分配してはいけないということです。 

 


